
「高槻市国土強靱化地域計画（第２期）（素案）」に対する 
パブリックコメントの実施結果について 

 
 
１ 実施概要 
 
 （１）実施期間  令和６年１２月２０日（金）から令和７年１月２０日（月） 
 
 （２）募集方法  市ホームページ（簡易電子申込）、郵送、ＦＡＸ又は危機管理室

に直接持参 
 
 （３）閲覧場所  危機管理室、行政資料コーナー、各支所、各市立公民館、 

各コミュニティセンター、市ホームページ 
 
２ 実施結果 
 
 （１）意見者数  個人２人 
 
 （２）意見件数  １４件（簡易電子申込１４件） 
 

（３）寄せられたご意見と本市の考え方及び対応 
別紙のとおり 



「高槻市国土強靱化地域計画（第２期）（素案）」に寄せられたご意見と本市の考え方及び対応 

№ 
該当 

ページ 
項目 意見の要旨 市の考え方 対応 

1 1 

第 1 章 計画策定の目的と位

置付け 

1 計画策定の目的 

第 1 期計画の総括を示していただきたい。 第１期計画を踏まえ、引き続き、大規模

自然災害が発生しても「致命的な被害を

負わない強さ」と「速やかに回復するし

なやかさ」をもった「強靱な地域」をつ

くりあげる施策を継続的かつ強力に推進

していくこととしています。 

原案 

どおり 

2 1 

第 1 章 計画策定の目的と位

置付け 

1 計画策定の目的 

計画の立案・審査・承認の経緯など、策定体制を示していただきた

い。 

国のガイドラインを参考に、庁内に策定・

推進体制を構築していますが、計画書へ

の記載は不要と考えています。 

原案 

どおり 

3 1 

第 1 章 計画策定の目的と位

置付け 

1 計画策定の目的 

「なお、策定に当たっては、令和５年６月に変更された国の基本法

を踏まえるとともに、」とありますが、「なお、策定に当たっては、

令和５年７月に閣議決定された新たな国の基本計画を踏まえるとと

もに、」に修正していただきたい。 

ご意見を踏まえ、「なお、策定に当たって

は、令和５年６月に変更された国の基本

法を踏まえるとともに、基本計画の趣旨

や過去の自然災害の教訓」を「なお、策

定に当たっては、令和５年７月に閣議決

定された新たな国の基本計画や過去の自

然災害の教訓を踏まえるとともに、」に修

正します。 

一部 

修正 

4 2 

第 1 章 計画策定の目的と位

置付け 

2 計画の位置付け 

本計画に関連する個別計画を、具体的に示していただきたい。 主要な個別計画の掲載で足りると判断し

ています。なお、記載がない計画にあっ

ても、本計画の趣旨等を踏まえて策定す

るよう周知しています。 

原案 

どおり 



№ 
該当 

ページ 
項目 意見の要旨 市の考え方 対応 

5 3 

第 2 章 高槻市の地域特性 項番を以下のように見直し、記載内容も修正・追記願います。 

1 自然条件  

（１） 本市の位置及び地勢の特性：鉄道や市街地に関する記載は、

「2 社会条件」に移動 

（２） 地形    

  ア 台地  

  イ 丘陵地 

  ウ 山地 

  エ 河川（追加）：河川の概要、平野部で築堤河川となっており、 

主要な用排水は雨水ポンプ場や排水機場で河川 

に排水していることを記載 

（３） 地質：「活断層」や「液状化」に関する記載を追記  

（４） 気象 

2 社会条件 

（１） 人口の推移：「高齢化」に関する記載を追記 

（２） 都市構造 

（３） 公共施設（追加）：規模の概要など示し、老朽化に関する記載 

を追加 

（４） 交通基盤（追加）：鉄道や道路の概要、府内唯一の公営バスで 

ある高槻市営バスに言及 

ご意見を踏まえ、下記のとおり記載内容

を一部修正しました。なお、公共施設の

老朽化等の記載については、11 ページ

「第 3 章 基本的な考え方 4 配慮すべ

き事項」に記載しています。 

・第 2 章 高槻市の地域特性「2 社会条

件（１）人口の推移」の最後に、「また、

６５歳以上の人口は年々増加していま

す。」という一文を追加します。 

 

（２）都市構造に、「また、市街地はＪＲ

東海道本線及び阪急京都線の駅を中心に

展開し、その周辺から郊外にかけて住宅

地が広がっています。」という一文を追加

します。 

（３）交通基盤の項目を新たに設け、「JR

東海道本線の特急・新快速や阪急京都線

の特急の停車駅が所在し、大阪・ 京都と

も約 15 分で結ばれている利便性の高い

都市となっています。 

また、バスネットワークについては、市

営バスが鉄道駅ターミナルから市内各地

域への放射状ネットワークを形成してお

り、市内のバス路線の大半を占めていま

す。 

さらに、平成 29 年度には新名神高速道

一部 

修正 



路の高槻ジャンクション・インターチェ

ンジが開通し、広域的な自動車ネットワ

ークに直接つながることになり、より一

層交通利便性が高まりました。」という文

章を追加します。 

・9 ページ「第 3 章 基本的な考え方 3 

対象とする災害（リスク）」の（１）地震

の災害リスクに関して、「最大震度６弱と

想定されます。」を「最大震度 6 弱と想定

され、液状化発生の可能性もあります。」

に修正します。 



№ 
該当 

ページ 
項目 意見の要旨 市の考え方 対応 

6 11 

第 3 章 基本的な考え方 

3 対象とする災害（リス

ク） 

(2) 風水害（台風、豪雨、

土砂災害等）の災害リスク 

以下の記載について、「第 2 章 1 高槻の地域特性」に移動していただ

きたい。 

「本市域には、国、府が管理する一級河川が 12 河川、市が管理する準

用河川が 5 河川あり、市内平野部では築堤河川となっています。主要

な用排水路延長が約 115ｋｍ、ため池が 93 か所あり、降雨時には、流

末の雨水ポンプ場や排水機場で河川に排水しています。」 

 また、淀川氾濫による浸水リスク地域に、市の重要なインフラである

市役所、保健所、浄水場、下水処理場、ごみ焼却場、市営バスの芝生営

業所が存在することを追記いただきたい。 

河川等の状況については、災害リスクに

関連が深いことから、9 ページ「第 3 章 

基本的な考え方 3 対象とする災害（リ

スク）」に記載しています。 

また、淀川は洪水予報河川として指定さ

れており、氾濫した場合に国民経済上重

大又は相当な被害を生じる恐れがある河

川であることを記載しています。 

原案 

どおり 

7 11 

第 3 章 基本的な考え方 

4 配慮すべき事項 

(1) 適切な施設の維持管理

と強靱化 

「昭和 40 年代に建設された都市基盤施設を始め、多くの公共施設等が、

更新時期を迎えていることから、適切な維持管理がますます必要となり

ます。既存施設については長寿命化を基本としつつ、施設の統廃合・集

約化を進めるなど、市民の安全・安心を一層確保するため、整備に対す

る投資の選択と集中を図り、施設の強靱化を推進します。」とあります

が、公共施設の統廃合・集約化を行う際には、市民の生活圏を視野に入

れて、慎重に検討することを追記していただきたい。 

避難場所として指定している公共施設の

統廃合・集約化を検討する際には、各地

域における避難場所の指定状況等を踏ま

え、関係所管において協議します。 原案 

どおり 

8 13 

第 4 章 脆弱性の評価と取

り組む施策・事業 

1 リスクシナリオ（起きて

はならない最悪の事態）の

設定 

4-1 は、削除すべきと考える。4-1 を残すのであれば、名称は「サプラ

イチェーンの寸断等による企業の生産力の大幅な低下」に修正していた

だきたい。 

国のガイドラインや本市の状況を踏ま

え、リスクシナリオを設定しています。 
原案 

どおり 

 

 

 

 



№ 
該当 

ページ 
項目 意見の要旨 市の考え方 対応 

9 15 

第 4 章 脆弱性の評価と取

り組む施策・事業 

2 リスクシナリオに対する

脆弱性評価 

26 項目のリスクシナリオと対策の推進方針について、全体像が把握で

きるように、一覧表を作成し別紙として添付していただきたい。 

「第 4 章 脆弱性の評価と取り組む施

策・事業 1 リスクシナリオ(起きてはな

らない最悪の事態)の設定」「2 リスクシ

ナリオに対する脆弱性評価」に記載する

とともに、素案の概要に相関表（マトリ

クス）を掲載しています。 

原案 

どおり 

10 30 

第 4 章 脆弱性の評価と取

り組む施策・事業 

2 目標 5 5-4 陸上交通ネ

ットワークの機能停止によ

る物流・人流への甚大な影

響 

高槻市の交通インフラの特徴である市営バスについて、記載を追加して

いただきたい（芝生営業所については、浸水リスク地域にあるので、車

両の水没を避けるために事前の避難が必要となる）。 

市営バスの浸水対策については、17 ペー

ジのリスクシナリオである「1-3 突発的

又は広域的な洪水に伴う長期的な市街地

等の浸水やため池・防災インフラの損壊・

機能不全による多数の死傷者の発生」に

対する取組・施策として、「淀川広域避難

体制の整備」を位置付けており、対策を

進めているところです。 

原案 

どおり 

11 31 

第 4 章 脆弱性の評価と取

り組む施策・事業 

2 目標 6 6-3 大量に発生

する災害廃棄物の処理の停

滞により復興が大幅に遅れ

る事態 

浸水リスク地域にあるエネルギーセンターについて、記載を追加してい

ただきたい（水害時にごみ焼却施設の被害を最小限に留める取組が必要

であり、ごみ収集車両は水没を避けるために事前の避難が必要となる）。 

エネルギーセンターの浸水対策について

は、17 ページのリスクシナリオである

「1-3 突発的又は広域的な洪水に伴う長

期的な市街地等の浸水やため池・防災イ

ンフラの損壊・機能不全による多数の死

傷者の発生」に対する取組・施策として、

「淀川広域避難体制の整備」を位置付け

ており、対策を進めているところです。 

原案 

どおり 



№ 
該当 

ページ 
項目 意見の要旨 市の考え方 対応 

12 33 

第 4 章 脆弱性の評価と取

り組む施策・事業 

３ 施策・事業と施策分野

との相関（マトリクス） 

施策分野を国の基本計画に従い、Ａは「行政機能／消防／防災教育等」、

B は、 住宅・都市／土地利用」、C は「保健医療／福祉」、D は「産業

構造／農林業／エネルギー」、F は「国土保全／土地利用／環境」に修

正し、Ｇを削除することを提案する。また、新たに下記６項目を横断的

分野として追加していただきたい。ただし、「研究開発」は取り上げな

くても良い。 

【新規追加】 

1 リスクコミュニケーション 2 人材育成 3 官民連携 4 老朽化対策 

5 研究開発 6 デジタル活用 

施策分野については、国のガイドライン

を踏まえ、リスクシナリオを回避するた

めに必要な施策を念頭に置きつつ、本市

の状況を踏まえて設定しています。 
原案 

どおり 

13 33 

第 4 章 脆弱性の評価と取

り組む施策・事業 

３ 施策・事業と施策分野

との相関（マトリクス） 

目標 2、目標 4、目標 6 のマトリクス表を、一覧表にしていただきたい。

本文中で無理ならば、別紙として添付していただきたい。 

印刷製本を想定した紙面構成としており

ます。なお、計画策定後にホームページ

で公表する際は一覧表を掲載する予定で

す。 

原案 

どおり 

14 40 

第 5 章 計画の推進と進捗

管理について 

取組または個別事業の一覧を添付していただきたい。 40 ページ「第 5 章 計画の推進と進捗管

理について」に記載のとおり、国土強靱

化実施計画を作成し、公表する予定です。

また、実施計画では各取組の進捗状況等

を定期的に把握し、検証します。 

原案 

どおり 

 


